（様式第４号）
誓約書

　私は、出雲市市有財産売却（旧市役所跡地）に係る公募型プロポーザルへの参加申込又は土地売買契約締結に当たり、下記事項を誓約します。
参加資格の認定後に事実と相違することが判明した場合は、参加資格の取消しや土地売買契約の破棄を受けても異存ありません。また、下記誓約事項３について、市が警察当局へ情報照会を行うことについて承諾します。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年（2026）　月　　日

　　出雲市長　飯塚　俊之　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所（所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職名氏名

　
１　地方自治法施行令第167条の4に規定する契約を締結する能力を有しない者に該当しません。
２　次のいずれかに該当する法人ではありません。
[bookmark: _Hlk212803503]（１）出雲市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正行為をした者
（２）出雲市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利得を得るために連合した者
（３）落札者が出雲市と契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
（４）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定により、監督又
は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者
（５）正当な理由がなく出雲市との契約を履行しなかった者
３　自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者ではありません。
（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
（２）暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
（３）暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
４　３の（２）又は（３）に該当する者が、その経営に実質的に関与している法人ではありま
せん。
５　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立て、又は、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開始の申し立てがされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。）ではありません。
６　出雲市が実施する「出雲市市有財産売却公募型プロポーザル」に参加申込をするに当たり、募集要項、売却に係る条件及び制約等、全てを承知の上参加いたしますので、後日これらの事柄について出雲市に対し一切の異義及び苦情を申し立てません。
